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荒川区立汐入こども園 

園児入園案内 

４・５歳児（短時間・中時間保育）用 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

荒川区教育委員会 
 

 

〔問合せ先〕 

荒川区立汐入こども園  ☎３８０１－７２８５  

 
 
 
 



 
 

汐入こども園は、０歳児から就学前までの子どもの成長と発達を見据えて一貫した教育・保育を行う

とともに、地域の子育て家庭を支援することを目的とした、幼稚園と保育園の機能を併せもつ子どもの

ための施設です。 
【施設の名称及び位置】 

   荒川区立汐入こども園     荒川区南千住８－９－３ 
 
【保育時間及び実施対象】 

保育区分 保育時間 保育の実施対象 
短時間保育 午前９時～午後２時 ４歳・５歳の区内に住む幼児 
中時間保育 午前９時～午後４時       〃 

長時間保育 
午前７時１５分～午後６時１５分 

（延長保育あり） 

保護者が就労・病気等で保育を必要とす

る０～５歳の乳幼児 
 ※短・中時間の３歳児の募集はありません。 

 

【入園料・保育料・給食費・おやつ代】 

◎ 入園料：０円 
◎ ３歳児～５歳児の全園児の保育料・給食費・おやつ代：０円 

◎ ０歳児～２歳児の保育料：区立保育園の保育料と同額 

◎ 短・中時間保育の給食については希望者を対象とします。 
◎ 短時間保育はおやつの提供がありません。 
 

【休業日保育】 
◎ 短・中時間保育利用児のうち、園の休業日（土曜日、開園記念日、都民の日、春季・夏季・冬季休

業日）に保護者が就労・病気などの理由で保育を必要とするときに限り、保育を行います。 
※１ 休業日保育料を負担していただきます。 

※２ 休園日（日曜日、国民の祝日、１２月２９日～１月３日）は保育を行いません。 

 

【教育・保育内容】 

乳幼児期は、生涯にわたる人間形成の基礎を培う大切な時期です。こども園では、幼稚園教育要領と

保育所保育指針に基づき、一人一人の子どもの発達や特性を踏まえて、生きる力の基礎を培い、心身と

もに健やかな子どもを育てるため、次の目標に沿った教育・保育を行います。 
① 十分に養護の行き届いた環境の下に、くつろいだ雰囲気の中で子どもの様々な欲求を適切に満たし、

生命の保持と情緒の安定を図ります。 
② 健康、安全で幸福な生活のための基本的な生活習慣・態度を育て、健全な心身の基礎を培います。 
③ 人との関わりの中で、人への愛情や信頼感、人権を大切にする心を育て、自立と協同の態度、道徳

性の芽生えを培います。 
④ 自然などの身近な事象への興味や関心を育て、豊かな心情や思考力の芽生えを培います。 
⑤ 日常生活の中で言葉への興味や関心を育て、喜んで話したり、聞いたりする態度や言葉に対する感

覚を養います。 
⑥ 多様な体験を通じて、豊かな感性を育て、創造性の芽生えを培います。 
 

汐入こども園の概要 
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１．募集人数  ４歳児の短時間保育及び中時間保育…合計３３人（１０人） 
       ５歳児の短時間保育及び中時間保育…合計３６人（ ７人） 
※ （ ）内は、令和６年９月１日現在の３歳児及び４歳児の在園児数です。 
※ ９月以降の途中入園により募集人数を変更させていただく場合があります。 
※ ２～４歳児クラスからの進級児並びに新たに入園が決定する長時間保育児と同じクラスで教

育・保育を行います。 
※ 長時間保育の対象は、保護者の就労等により保育を必要とすることが要件となり、募集につい

ては、保育園の募集と併せて行います。 
 

２．申込資格 

 ◎ 集団での生活が可能な、以下の生年月日に該当するお子さまが対象となります。 
    ４歳児…令和２年４月２日から令和３年４月 1 日までに生まれた幼児 

         （2020 年）            （2021 年） 

    ５歳児…平成３１年（令和元年）４月２日から令和２年４月 1日までに生まれた幼児 

         （2019 年）            （2020 年） 

 ◎ 幼児、保護者ともに荒川区内在住、あるいは令和７年３月３１日までに荒川区内に転入し、区民

になることが確実な方。 
 
３．入園申込書の配布 

  汐入こども園、教育委員会学務課（区役所３階③番窓口）で配布しています。 
 
４．募集日程 

（１） 入園申込の受付 

 
 
 
 
 
  
 
 

 
※ 他の区立幼稚園との併願はできませんので、ご注意ください。 
 

 

 

 

 

令和７年度募集要項（４・５歳児 短時間・中時間保育） 

申込期間  令和６年１１月５日（火）及び１１月６日（水） 午後２時～午後４時 

受付場所  区立汐入こども園 

持参するもの ・こども園入園申込書 

      ・住所を確認できるもの（乳幼児医療証の写し（コピー）等。転入予定者は、

住居売買、賃貸契約書の写し（コピー）等） 

    ※郵送やインターネットでの申し込みはできません。 

    ※転入予定者で上記書類の提出が困難な方は、園にご相談ください。 
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（２） 選考及び抽選 

◎ 入園申込者数が募集人数を超えた場合には、抽選を実施します。抽選の有無及び抽選結果は、

区のホームページ及び汐入こども園で公表します。 
抽選の有無の公表日  令和６年１１月 ８日（金）正午 
抽選を行う場合の日時  令和６年１１月１３日（水）午前１０時から 
抽選を実施する場所  区役所３階 議員待遇者控室（予定） 

※ 抽選は公開の下で、荒川区教育委員会事務局職員がすべて行いますので、保護者の出席は 
必要ありません。ただし、来場は自由です。 

   ◎ 抽選を実施する場合は、以下のように、取り扱います。 
申込時点で既に区民である方は、転入予定者より優先となります。 

   ① 区民の申込者数は募集人数を超えないが、転入予定者の申込者数を含めると募集人数を

超える場合 
      区民の申込者は、無抽選で入園とし、転入予定者を対象に抽選を実施します。 
   ② 区民の申込者数が募集人数を超えた場合 
      区民の申込者を対象に入園と補欠順位を決める抽選を実施するとともに、転入予定者

を対象に区民の最終補欠順位以降の補欠順位を決める抽選を実施します。 
   ◎ 双子等の同学年のきょうだいは、抽選結果が同じになるよう１件として取り扱います。 
   ◎ 抽選及び抽選結果の発表は、個人名ではなく入園申込書の受付番号を用いて行います。入園

申込書の写しでお子さまの受付番号をご確認ください。 
   ◎ 抽選実施後の入園申込みは、補欠の最終順位に追加するものとします。 
   ◎ 補欠の権利は令和８年３月末まで有効とします。 
 （３） 入園手続き 

     入園申込受付時に配付する入園手続申請書を、令和６年１１月２１日（木）午後３時までに、

こども園に提出してください。 

（４） 入園手続申請締切後、募集人数に空きがある場合 

     申込日時   １１月２２日（金）以降、随時申込みを受付けます。 

     受付場所   区立汐入こども園 

持参するもの 上記（１）入園申込の受付と同様 

※ 補欠の権利をお持ちの方は、当該園の補欠の権利を辞退の上、お申込みください。 

（５） 面談及び健康診断 

     面談及び健康診断の詳しい日時は、入園申込受付時にお知らせします。 
（６） 入園決定の通知・保育時間の選択 

     入園通知書は教育委員会学務課が発行し、こども園を経由して保護者あてに通知します。保

護者の方には、入園申込のときに短時間保育・中時間保育のどちらかを選択していただきます。 

※ 入園決定後、辞退される場合は、必ずこども園までお申し出ください。 

   ※ 入園決定者の方には、後日、入園に関する保護者会を行います。（令和７年１月予定） 
（７） 修 了 

所定の過程（短時間・中時間保育）を修了した園児には修了証書を授与します。 
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＜教育・保育給付認定手続きについて＞ 

区立こども園（短時間・中時間保育）の利用にあたっては、区から教育標準時間認定（１号認定）を受

ける必要があります。 

利用対象施設 対象 認定区分 

幼稚園、認定こども園 満３歳以上で、教育を希望する子ども １号認定 

保育所、認定こども園など 満３歳以上で、保育が必要な子ども ２号認定 

保育所、認定こども園、地域型保育など 満３歳未満で、保育が必要な子ども ３号認定 

 
＜区立こども園利用の流れ＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 保育園と併願する場合は「２号認定」を受けてください。その後、入園する施設が決まった際は、必要

に応じて認定の変更申請を行ってください。 
 
＜幼児教育相談について＞ 

  入園前や在園中にお子さまが安心して過ごせるよう相談を受付けています。 
  入園についてご心配な方や特別な支援を要するお子さまは、園へご相談ください。 
 

 

 

～ 預かり教育について ～ 

   幼稚園教育の充実を図ることを目的に、荒川区立幼稚園において預かり教育を実施しています。 

   預かり教育の概要や申込みに必要な書類等、詳細については、区のホームページをご覧いただくか、

教育委員会学務課にお尋ねください。 

 

荒川区ホームページアドレス   ： http://www.city.arakawa.tokyo.jp  

教育委員会学務課お問い合わせ先 ： (TEL)03-3802-3111 内線 3332 

 

１月 ２月 ４月 

① 

こども園に

直接入園申

込をします。

（定員超過

の場合など

には抽選を

実施） 

② 

区から入園

決定の通知

を交付しま

す。 

 

③ 

こども園を

通じて区へ

認定の申請

をします。 

 

④ 

入園時に認

定証が交付

されます。 

（１号認定） 

 

11 月 

（5日及び 6 日） 
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